
亀 山 市 告 示 第 ５ １ 号  

 亀 山 市 税 関 係 証 明 書 等 の 交 付 等 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 の 一 部 を 改

正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 税 関 係 証 明 書 等 の 交 付 等 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 の 一 部

を 改 正 す る 告 示  

 

 亀 山 市 税 関 係 証 明 書 等 の 交 付 等 に 関 す る 事 務 取 扱 要 綱 （ 平 成 ２ ３

年 亀 山 市 告 示 第 ６ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 及 び 別 表 第 １ 納 税 証 明 関 係 の 部 軽 自 動 車 税 車 検 用 納 税 証 明

書 の 項 中 「 軽 自 動 車 税 車 検 用 納 税 証 明 書 」 を 「 軽 自 動 車 税 種 別 割 納

税 証 明 書 （ 継 続 検 査 用 ） 」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


